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(57)【要約】
治療薬搬送器具、および目標部位へ治療薬を溶出する方
法。器具は第１の導体素子、第２の導体素子、電解質と
治療薬を含む電気化学成分、および電気化学成分を覆う
浸透性の薄膜を含む。第１の導体素子および第２の導体
素子は電源に接続されるよう構成される。電源が第１の
導体素子および第２の導体素子に接続される場合に、電
気化学反応が生じ、治療薬が浸透性の薄膜を通過し、こ
れにより、目標部位に溶出される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１の導体素子と、
　第２の導体素子と、
　該第１の導体素子と第２の導体素子との間に位置する電解質および治療薬を含む電気化
学成分と、
　同電気化学成分を覆う浸透性の薄膜とを備え、
　該第１の導体素子および第２の導体素子は電源に接続されることと、
　該第１の導体素子および第２の導体素子が電源に接続される場合に、電気化学反応が生
じ、これにより治療薬は浸透性の薄膜を通過し、目標部位へ溶出されることとを特徴とす
る治療薬搬送器具。
【請求項２】
前記第１の導体素子は第１の合成ケーブルの一部であることと、
　該第１の合成ケーブルは第１の導体素子、電気化学成分、および浸透性の薄膜を含み、
同浸透性の薄膜は、第１の導体素子を包囲し、電気化学成分は第１の導体素子と浸透性の
薄膜との間に位置されることと、
　第１の導体素子および第２の導体素子が電源に接続される場合に、電気化学反応が生じ
、これにより第１合成ケーブルの治療薬は、第１の合成ケーブルの浸透性の薄膜を通過し
、目標部位へ溶出することとを特徴とする請求項１に記載の治療薬搬送器具。
【請求項３】
前記第２の導体素子は第２の合成ケーブルの一部であることと、
　該第２の合成ケーブルは第２の導体素子、電解質と治療薬とを含む第２の電気化学成分
、および第２の浸透性の薄膜を含み、同第２の浸透性の薄膜は、第２の導体素子を包囲し
、第２の電気化学成分は第２の導体素子と第２の浸透性の薄膜との間に位置されることと
、
　第１の導体素子および第２の導体素子が電源に接続される場合に、電気化学反応が生じ
、これにより第２の合成ケーブルの治療薬は、第２の合成ケーブルの第２の浸透性の薄膜
を通過し、目標部位へ溶出することとを特徴とする請求項２に記載の治療薬搬送器具。
【請求項４】
前記電気化学反応は、水の電気分解であることを特徴とする請求項１に記載の治療薬搬送
器具。
【請求項５】
前記電気化学反応は気体を放出させ、同気体は圧力を生じさせ、これにより治療薬は、浸
透性の薄膜を通過することを特徴とする請求項１に記載の治療薬搬送器具。
【請求項６】
カテーテルと、
　同カテーテルの端部に取り付けられる拡張可能な部材とをさらに備え、
　該第１の導体素子および第２の導体素子は拡張可能な部材に位置されることを特徴とす
る請求項１に記載の治療薬搬送器具。
【請求項７】
前記拡張可能な部材はバルーンであることを特徴とする請求項６に記載の治療薬搬送器具
。
【請求項８】
編み込み構造体を形成すべく対向する螺旋方向に第１の導体素子および第２の導体素子が
巻かれることを特徴とする請求項１に記載の治療薬搬送器具。
【請求項９】
前記第１の導体素子は第１の極性を有し、第２の導体素子は第２の極性を有することを特
徴とする請求項１に記載の治療薬搬送器具。
【請求項１０】
前記第１の極性を有する第１の導体素子は陰極または陽極のいずれかであり、第２の極性
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を有する第２の導体素子は陰極または陽極のいずれかの他方であることを特徴とする請求
項９に記載の治療薬搬送器具。
【請求項１１】
前記第１の導体素子および第２の導体素子が電源に接続される場合に、治療薬搬送器具が
位置される目標部位は、陽極と陰極との間に電気回路を完成させることを特徴とする請求
項１０に記載の治療薬搬送器具。
【請求項１２】
前記目標部位は、血液、血管の内壁、およびヒトの組織の少なくとも１つであることを特
徴とする請求項１１に記載の治療薬搬送器具。
【請求項１３】
前記電気化学反応は水の電気分解であり、陰極における電気化学反応が水素を解放し、陽
極における電気化学反応が酸素を解放することを特徴とする請求項１０に記載の治療薬搬
送器具。
【請求項１４】
前記浸透性の薄膜は登録商標ＰＥＢＡＸ管を含むことを特徴とする請求項１に記載の治療
薬搬送器具。
【請求項１５】
前記浸透性の薄膜はイオン伝導性高分子を含むことを特徴とする請求項１に記載の治療薬
搬送器具。
【請求項１６】
前記治療薬はパクリタクセルを含むことを特徴とする請求項１に記載の治療薬搬送器具。
【請求項１７】
前記電解質は塩を含むことを特徴とする請求項１に記載の治療薬搬送器具。
【請求項１８】
前記電気化学成分は酢酸エチルとエタノールからなる群から選択される有機溶媒をさらに
含むことを特徴とする請求項１に記載の治療薬搬送器具。
【請求項１９】
前記第１の導体素子および第２の導体素子は、拡張可能な部材に位置され、第１の導体素
子および第２の導体素子を境界とする領域を形成すべく相互に交差することと、
　電気化学成分は、第１の導体素子および第２の導体素子を境界とする領域に位置される
ことと、
　浸透性の薄膜は、第１の導体素子および第２の導体素子を境界とし且つ電気化学成分が
位置する領域を覆うこととを特徴とする請求項１に記載の治療薬搬送器具。
【請求項２０】
目標部位に治療薬を搬送する方法であって、
（ａ）治療薬搬送器具を提供する工程と、同治療薬搬送器具は、
　（ｉ）電源に接続される第１の導体素子と、
　（ｉｉ）電源に接続される第２の導体素子と、
　（ｉｉｉ）器具の治療薬搬送領域にて第１の導体素子と第２の導体素子との間に位置さ
れる電気化学成分と、同電気化学成分は、電解質および治療薬を含み、
　（ｉｖ）電気化学成分を覆う浸透性の薄膜とを含み、
（ｂ）器具の治療薬搬送領域を目標部位に位置決めする工程と、
（ｃ）第１の導体素子および第２の導体素子を電源に接続して電気化学反応を生じさせ、
これにより治療薬に浸透性の薄膜を通過させ、目標部位へ溶出させる接続工程とを含むこ
とを特徴とする目標部位に治療薬を搬送する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、治療薬搬送器具による、例えば血管のような管の内壁への治療薬の搬送に関
する。



(4) JP 2012-529348 A 2012.11.22

10

20

30

40

50

【背景技術】
【０００２】
　血管形成術、および内部の体腔壁への治療薬の搬送は、狭窄と再狭窄の治療における共
通の処置である。狭窄とは、血流が制限されるほど血管が狭小となった状態である。狭窄
が激しい場合に、好適な血流を回復すべく治療が要求される。治療にもかかわらず、期間
経過後、部位は再狭窄となる。再狭窄は、治療処置がときに血管壁上のプラークに傷を形
成し、これによりその部位において血液の凝固を引き起こすことにより生じる。再狭窄の
別の原因は血管内膜の増殖の成長である。この条件は、治療の外傷が引き金となって生じ
る過度の細胞増殖によって特徴づけられる。
【０００３】
　血管形成術は、血管の閉塞された領域を拡張すべく血管内へ、カテーテル、例えばバル
ーンカテーテルを挿入する工程を含み、これは動脈硬化症を治療することに頻繁に使用さ
れる。バルーンは通常バルーンに好適な流体を注入することにより、管腔を拡幅する部位
にて膨張し、続いて収縮され、身体から取り払われる。血管形成術は冠状動脈バイパス術
の好適な代替処置となっている。閉塞された領域は、動脈が受容可能な血流速度を有する
ように、動脈の横断面積を増加させるべく径方向にして、且つ外方に圧縮される。
【０００４】
　罹患した血管の内部の体腔壁への治療薬の搬送は、狭窄や再狭窄の処置に好適である。
治療薬の搬送は、多数の器具と、体腔内に挿入されたカテーテルの先端部によって、目標
の部位の近傍にて注射器および針による直接注入、病変組織内への治療薬の空圧注入、お
よび治療薬のリリースを含む処置のうち少なくともいずれか１つを使用することにより完
了する。
【０００５】
　内部の体腔壁への治療薬の搬送のための１つの方法は、バルーンが血管の管腔の内側表
面と接触する場合に、治療薬が隣接する組織へリリースされるように、治療薬、あるいは
治療薬およびポリマの混合体により血管形成術において使用されるバルーンの治療である
。管腔の内側表面へのポートを介した治療薬の搬送のための搬送ポートを備えた層状バル
ーンは、Sahatjian 等による特許文献１に開示され、その全体がここに開示されたものと
する。
【０００６】
　別の方法は、再狭窄した部位を処置すべく例えば経口的にあるいは静脈内に治療薬を体
系的に付与する工程を含む。この場合に、比較的大量の治療薬が投与されるため、身体を
通して搬送される際に薄められた後においても、効果的な投与量が部位に到達する。さら
に、罹患されていない多くの身体各部が、治療薬になお暴露される。
【０００７】
　そのような処置の別例は、ステントの使用を含む。ステントは、ステントの外側表面お
よび処置される血管の組織に投与される物質間の密接な接触を保持することができる。し
かしながら、ステントは、血管壁と接触するようにステントを拡張する間に治療上相当の
量の物質を安全にすることに関して、また、ステントから血管壁まで薬を搬送する速度を
制御することに関して課題を提示する。
【０００８】
　Tuchによる特許文献２は、ステントの本体、特にその組織と接触する表面にポリマおよ
び治療物質を含むコーティングを有する血管内ステントを開示し、ここで、コーティング
は、コーティングの外側表面近傍と比較してステント本体の最も近傍のコーティングの部
分において、より高い濃度の治療物質を有する。ステントに薬品と緊密に接触するポリマ
を包含することにより、薬品は、ステントの拡張時に弾性を備えたマトリックスのステン
トに保持され、さらに、移植後の薬品の投与を遅延させ、血管への治療薬の投与を改善す
る。
【０００９】
　Li等による特許文献３は、哺乳類の体内の目標部位にマイナスに帯電した治療薬を搬送
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する方法を開示し、その全体がここで開示されたものとする。方法は、挿入可能な医療器
具の少なくとも１つの表面に、少なくとも１つの陽イオン性高分子電解質キャリアの層と
、マイナスに帯電した治療薬の多数の層との多数の積層を適用する工程を含む。医療機器
は体内の目標部位に搬送され、目標部位に至ると、マイナスに帯電した治療薬が、目標部
位へリリースされる。マイナスに帯電した治療薬は、挿入およびリリース段階において治
療薬を損なうことなく保持するものといえる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】米国特許第５８４３０８９号明細書
【特許文献２】米国特許第５８２４０４８号明細書
【特許文献３】米国特許第６８９９７３１号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　再狭窄の治療は進歩しているものの、目標部位へ治療薬を搬送するより良好な方法を得
ることが望ましい。血流と粒子との相互作用により、ステント、バルーン、ヒドロゲル等
を使用する公知の処置により閉塞された血管に搬送される治療薬の容量および効果は低減
される。そのような非能率性は、より大きなコストおよびより多くの侵襲的処置の原因と
なる。
【００１２】
　本発明は、血管の内部のような目標部位への治療薬の搬送用器具における改良に関する
。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の実施例において、治療薬搬送器具は、第１の導体素子、第２の導体素子、第１
の導体素子と第２の導体素子との間に位置される電解質および治療薬を含む電気化学成分
、および電気化学成分を覆う浸透性の薄膜を含む。第１の導体素子および第２の導体素子
は電源に接続される。本実施例において、第１の導体素子および第２の導体素子が電源に
接続される場合に、電気化学反応が生じ、これにより、治療薬は、浸透性の薄膜を通過し
、目標部位へ溶出される。
【００１４】
　開示されるさらなる実施例において、第１の導体素子が第１の合成ケーブルの一部であ
る治療薬搬送器具が開示される。本実施例において、第１の合成ケーブルは、第１の導体
素子、電気化学成分、および浸透性の薄膜を含む。浸透性の薄膜は第１の導体素子を包囲
し、電気化学成分は第１の導体素子と浸透性の薄膜との間に位置する。第１の導体素子お
よび第２の導体素子が電源に接続される場合に、電気化学反応が生じ、これにより第１の
合成ケーブルの治療薬は、第１の合成ケーブルの浸透性の薄膜を通過し、目標部位へ溶出
する。
【００１５】
　さらなる実施例において、第２の導体素子は第２の合成ケーブルの一部である。第２の
合成ケーブルは第２の導体素子、電解質と治療薬とを含む第２の電気化学成分、および第
２の浸透性の薄膜を含む。第２の浸透性の薄膜は第２の導体素子を包囲し、第２の電気化
学成分は第２の導体素子と第２の浸透性の薄膜との間に位置する。第１の導体素子および
第２の導体素子が電源に接続される場合に、電気化学反応が生じ、これにより第２の合成
ケーブルの治療薬は、第２の合成ケーブルの第２の浸透性の薄膜を通過し、目標部位へ溶
出する。
【００１６】
　開示されるさらなる実施例において、治療薬搬送器具が開示される。第１の導体素子お
よび第２の導体素子は、拡張可能な部材に位置され、第１の導体素子および第２の導体素
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子を境界とする領域を形成すべく相互に交差する。さらなる実施例において、電気化学成
分は、第１の導体素子および第２の導体素子を境界とする領域に位置され、浸透性の薄膜
は、第１の導体素子と第２の導体素子とを境界とし且つ電気化学成分が位置される領域を
覆うべく位置される。
【００１７】
　開示されるさらなる実施例において、目標部位へ治療薬を搬送する方法が開示される。
方法は、電源に接続されるよう構成される第１の導体素子、電源に接続されるように構成
される第２の導体素子、器具の治療薬搬送領域にて第１の導体素子と第２の導体素子との
間に位置される電気化学成分、電解質および治療薬を含む電気化学成分、および電気化学
成分を覆う浸透性の薄膜を含む治療薬搬送器具を提供する工程を含む。本実施例において
、方法はさらに目標部位に器具の治療薬搬送領域を位置決めする工程と、第１の導体素子
および第２の導体素子を電源に接続し、これにより、電気化学反応を生じさせ、治療薬に
浸透性の薄膜を通過させ、目標部位に溶出させる工程とを含む。
【００１８】
　実施例に応じて、本発明は、処置中および処置後の治療薬の損失の低減、設計の単純さ
、処置の複雑さの低減、使い勝手の改善、および／または処置中および処置後の全体的な
性能の改善を含む効果を有する。開示される装置および方法のこれら、および他の特徴お
よび効果は、後述する様々な典型的な実施例の詳細な説明に開示されるか、詳細な説明か
ら明らかとなる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】第１の実施例による治療薬搬送器具を示す斜視図。
【図２】図１に示す実施例において使用される合成ケーブルを示す断面図。
【図３】図１に示す治療薬搬送器具を示す断面図。
【図４】図３における矩形「Ａ」を示す拡大図。
【図５】完成した電気化学回路を示す第１の実施例による治療薬搬送器具を示す概略図。
【図６】第２の実施例による治療薬搬送器具を示す断面図。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　様々な実施例は、添付の図面を参照して、後述する詳細な説明により容易に理解される
であろう。
　本発明の図示の実施例の特徴についての通常の理解のために、図面を参照する。図面に
おいて、同様の参照符号が同様の要素を示すべく全体にわたって使用される。
【００２１】
　図１および２に示すように、第１の実施例による治療薬搬送器具１０は、第１の合成ケ
ーブル４０の一部である第１の導体素子６０、および拡張可能な部材３０に位置される第
２の合成ケーブル４５の一部である第２の導体素子６５を含む。拡張可能な部材３０は、
例えば人体の血管内への搬送のために、所望の目標部位への搬送用のカテーテル２０の先
端部に取り付けられる。第１の合成ケーブル４０および導体素子６０、並びに第２の合成
ケーブル４５および導体素子６５は任意の好適な構造体において拡張可能な部材３０に位
置される。図１に示すように、所定の実施例において、合成ケーブル４０および合成ケー
ブル４５は、編み込み構造体５０を形成すべく通常対向する螺旋方向に拡張可能な部材の
基端部から先端部まで拡張可能な部材３０の最も外側の表面に巻きつけられる。
【００２２】
　拡張可能な部材３０は径方向に拡張することができる任意の好適な器具である。その拡
張していない位置（図示しない）において、拡張可能な部材３０の直径は、カテーテル２
０および拡張可能な部材３０が組織に外傷を付与することなく、搬送路、例えば脈管系に
わたって容易に移動可能となるように形成される。図１に示すように、その拡張した位置
において、拡張可能な部材は、合成ケーブル４０および４５が体腔や組織、あるいは体腔
に隣接するか体腔内に位置される血液と接触するように、体腔や血管、即ち血管壁に容易
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に接近すべく延びる。
【００２３】
　図１に示す実施例において、拡張可能な部材３０はバルーンである。例えば高分子材料
のような任意の好適な材料がバルーン３０に使用可能である。血管形成術用バルーン材料
は、Lee 等による米国特許出願公開第２００７／０２０８３６５号明細書、およびGoodin
等による米国特許出願公開第２００７／０２０８４０５号明細書を含む多くの特許明細書
および特許出願明細書の主題であった。これらの特許文献は、その全体がここで開示され
たものとする。バルーン３０は、例えば登録商標ＰＥＢＡＸ７２３３、７０３３や６３３
３のような高いデュロメータの登録商標ＰＥＢＡＸ、あるいは登録商標ＮＹＬＯＮ１２か
ら形成される。
【００２４】
　バルーン３０、即ちバルーン３０の層が形成される他の高分子材料の例は、ポリエチレ
ン、登録商標ＨＹＴＲＥＬ、ポリエステル、ポリウレタン、ＡＢＳ（アクリロニトリル－
ブタジエン－スチレンブロック共重合体、ＡＢＳ／ナイロン混合物、ＡＢＳ／ポリカーボ
ネート混合物、およびこれらの組み合わせ、スチレン－アクリロニトリル・ブロック共重
合体、他のアクリロニトリル共重合体、ポリアクリルアミド、ポリアクリル酸塩、ポリア
クリルスルホン・ポリエステル／ポリカプロラクトン混合物、ポリエーテルエーテルケト
ン（ＰＥＥＫ）、ポリエーテルスルホン（ＰＥＳ）、ポリエーテルイミド（ＰＥＩ）、ポ
リエーテルケトン（ＰＥＫ）、ポリメチルペンテン、ポリフェニレン・エーテル、ポリフ
ェニレン・サルファイド、ポリエチレンおよびポリプロピレンのようなポリオレフィン、
エチレン－プロピレン共重合体、エチレン酢酸ビニル共重合体、エチレン－ビニルアルコ
ール共重合体およびポリオレフィンイオノマーのようなオレフィン共重合体、ポリ塩化ビ
ニル、ポリカプロラクタム、Ｎ－ビニル－ピロリドン、ポリウレタンおよびポリシロキサ
ンを含む。
【００２５】
　導体素子６０および６５は、多くの可能な例の一例に過ぎないが、コバルトベース合金
のような任意の好適な導電性材料で構成される。導電性材料は、Thompsonによる米国特許
第６５９２６１７号明細書を含む多くの特許の主題であった。この特許文献は、その全体
がここで開示されたものとする。実施例において、導体素子６０および６５は３１６Ｌス
テンレス鋼やＭＰ３５Ｎ合金から形成される。導体素子６０および６５が形成される他の
材料の例は、市場にて入手可能な登録商標Ｅｌｇｉｌｏｙおよび登録商標Ｐｈｙｎｏｘで
ある。使用可能な他の金属材料はニチノール・ニッケル・チタンを含む。導体素子６０お
よび６５は、ポリピロールのような導電性高分子等の導電性材料により覆われる、ポリオ
レフィン・ファイバのようなワイヤやストランドであってもよい。他の好適な導電性高分
子の例はVolk等による米国特許出願公開第２００７／０２５００３６号明細書に開示され
、その全体がここで開示されたものとする。
【００２６】
　図２に示すように、第１の実施例による治療薬搬送器具１０の第１の合成ケーブル４０
および第２の合成ケーブル４５は、さらに電気化学成分８０および浸透性の薄膜１００を
含む。本実施例において、電気化学成分は、各導体素子６０および６５と、各浸透性の薄
膜１００との間に位置する。即ち、電気化学成分８０は合成ケーブル４０および４５の内
部に位置される。従って、浸透性の薄膜１００は、各導体素子６０および６５の周囲の電
気化学成分８０を覆う。図１に示すように、治療薬搬送器具が組み立てられると、第１の
導体素子６０および第２の導体素子６５が分離され、電気化学成分８０が、第１の導体素
子６０と第２の導体素子６５との間に位置する領域が存在することがわかる。
【００２７】
　電気化学成分８０は治療薬を含む。様々な治療薬が考えられ、これらは発明の趣旨およ
び範囲内にある。治療薬は処置される条件に応じて決定される。例えば、再狭窄の治療に
ついては、パクリタクセルが治療薬として使用される。本発明と共に使用可能な多くの好
適な治療薬が公知である。例えば、本発明と共に使用可能な治療薬は、O'Conner等による
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米国特許出願公開第２００８／０１０７７９４号明細書に開示され、その全体がここに開
示されたものとする。
【００２８】
　電気化学成分８０は電解質を含む。電解質が治療薬の完全性を保持し、本発明による電
気化学工程に好適である限り、任意の好適な電解質が使用可能である。いくつかの実施例
において、電解質は、例えばリン酸塩、重炭酸ソーダ、カルシウム、塩化物、マグネシウ
ム、カリウムおよび／またはナトリウムのような任意の好適なイオン化された塩である。
他の電解質が本発明の範囲内において使用されてもよい。
【００２９】
　電気化学成分８０は有機溶媒により調剤されてもよい。任意の好適な有機溶媒が考えら
れる。好適に、有機溶媒は生体に対して適合性を備え、無毒である。例えば、所定の実施
例において、溶媒は、酢酸エチルとエタノールからなる群から選択される有機溶媒である
。本発明と共に使用可能な多くの好適な溶媒が公知である。例えば、本発明と共に使用可
能な溶媒は、Freyman による米国特許第７０７０５８２号明細書に開示され、その全体が
ここで開示されたものとする。
【００３０】
　浸透性の薄膜１００は、治療薬が目標部位１３０へ薄膜１００を横断して通過可能なよ
うに好適な任意の材料により構成される。所定の実施例において、浸透性の薄膜１００は
、例えば登録商標ＰＥＢＡＸ２５３３や３５３３のような低いデュロメータの登録商標Ｐ
ＥＢＡＸ、あるいはポリウレタンのような浸透性のポリマから形成される。低いデュロメ
ータの登録商標ＰＥＢＡＸは、Rezac 等による"Effect of Copolymer Composition on th
e Solubility and Transport of Water and Methanol in a Series of Polyether Amides
," Journal of Applied Polymer Science, Vol. 65 (10), pp. 1983 -1993 (1997)に開示
されるように、酢酸エチルおよびパクリタクセルに好適な選択透過性を有する。
【００３１】
　浸透性の薄膜１００用の浸透性のポリマは、例えばＭｇＣｌ２あるいは同様の塩化合物
のような塩類の付加によってイオン－伝導性の高分子電解質に転換されてもよい。イオン
伝導性高分子は、Morisato等による"Transport properties of PA 12-PTMOZAgBF4 solid 
polymer electrolyte membranes for olefm/paraffm separation," Desalination, 145, 
pp. 347-351 （２００２年９月１０日）、Furtado等による"Electrochemical behavior o
f polyurethane ether electrolytes/carbon black composites and application to dou
ble layer capacitor," Electrochimica Acta, 46, pp. 1629-1634 （２００１年３月１
５日）、およびKujawski等による"Sweeping gas pervaporation with hollow-fiber ion-
exchange membranes," Desalination, 162, pp. 129-135 （２００４年３月１０日）に開
示される。
【００３２】
　図１乃至５の治療薬搬送器具は、第１の導体素子６０および第２の導体素子６５が電源
に接続されるように、電源を含み、且つ／または電源に接続されるように構成されてもよ
い。図５は電源７０を示す概略図である。電源は、例えば第１の導体素子６０および第２
の導体素子６５を通過するＤＣ電流を生成する低電圧バッテリであってもよい。
【００３３】
　図３に示すように、第１の導体素子６０および第２の導体素子６５が電源に接続される
場合に、第１の導体素子６０および第２の導体素子６５が異なる極性を有するように電位
が印加される。例えば、公知の電気化学回路の構造モデルと一致するように、第１の導体
素子６０はマイナス極性を有し、第２の導体素子６５はプラス極性を有する。この例の目
的のために、図３は、陽極としての第１の導体素子６０および陰極としての第２の導体素
子６５を示す。このモデルと一致するように、第１の極性を有する第１の導体素子６０は
、陰極または陽極のいずれかであり、第２の極性を有する第２の導体素子６５は陰極また
は陽極のいずれかの他方である。図３に示すように、図１に示すような編み込みの実施例
において、第１の合成ケーブル４０および第２の合成ケーブル４５は、編み込み構造体５



(9) JP 2012-529348 A 2012.11.22

10

20

30

40

50

０の螺旋状構造体と一致する軸方向にて長手方向面に沿って交互に位置する。
【００３４】
　図４は図３の拡大された区域「Ａ」を示す。図４は、隣接する第１の合成ケーブル４０
および第２の合成ケーブル４５を示す横断面図である。図４は、治療薬搬送器具１０が位
置される目標部位、即ち媒体１３０をさらに示す。より詳細に後述するように、目標部位
における組織および／または流体（例えば血液）は、電気的な回路を完成させる。図４に
示すように、拡張可能な部材３０が拡張した位置にあるときに、合成ケーブル４０および
４５は媒体１３０に埋め込まれる。しかしながら、合成ケーブル４０および４５は、拡張
可能な部材３０の外側表面が移植される組織に完全に沈められるか埋め込まれる必要はな
い。例えば、当業者は、ヒトの組織や血液と部分的に接触する度合いを、電気的な回路を
完成させるために十分に変更可能であることを認識するであろう。
【００３５】
　本実施例における目標部位１３０は、例えば血液、血管の内壁、ヒトの組織、あるいは
これらの任意の組み合わせである。血管は、患者の体内または体外に位置される任意の血
管であり、本発明の使用に対して好適である。血管は、心臓の静脈、動脈および室のよう
な血液輸送血管を含む。血管は、当業者に明白な、食道、尿管、腸、脊柱の別体の脊椎骨
内に位置される流体のポケットおよび他の任意の好適な血管をさらに含む。本発明によっ
て処置される器官および組織は、体内、体外を問わず任意の哺乳類組織や器官を含む。非
制限例は、心臓、肺、脳、肝臓、腎臓、膀胱、腸、胃および膵臓の血管を含む。
【００３６】
　図５は、治療薬搬送器具が展開し、第１の導体素子６０および第２の導体素子６５が電
源７０に接続されるときの、目標部位において組織および／または流体によって完成され
る電気回路の回路図を示す。図５は、この例の目的のための、陽極としての第１の導体素
子６０および陰極としての第２の導体素子６５を示す。本実施例において、血液および／
または組織１３０は、そこに含まれる自然な塩類により電解質として機能し、これは、公
知の電気化学回路における塩橋の役割と同種の陽極および陰極間の回路を完成させる。
【００３７】
　図５に示すように、治療薬搬送器具が展開し、第１の導体素子６０および第２の導体素
子６５が電源７０に接続されるときに、第１の導体素子６０および各電気化学成分８０の
接合面、および第２の導体素子６５および各電気化学成分８０の接合面にて電気化学反応
が生じる。電気化学反応は、陰極にてＯ２ガス１２０、陽極にてＨ２ガス１１０を生じさ
せ、これにより第１の合成ケーブル４０および第２の合成ケーブル４５の浸透性の薄膜１
００内の圧力を高める。圧力が高められることにより、治療薬は、浸透性の薄膜１００を
介して目標部位１３０へ移動される。例えば、低いデュロメータの登録商標ＰＥＢＡＸが
浸透性の薄膜１００に使用される場合に、パクリタクセルは治療薬用に使用され、酢酸エ
チルはパクリタクセル用の有機溶媒として使用され、気体の電気化学的な生成により第１
の合成ケーブル４０および第２の合成ケーブル４５内の圧力が高められ、これにより、酢
酸エチルによって搬送されるパクリタクセルは浸透性の薄膜１００を通過し、目標部位１
３０に溶出される。
【００３８】
　電気化学反応は、例えば酸化還元反応（以下「レドックス反応」と示す）として公知の
タイプの人体の適用に好適な任意の反応である。レドックス反応は、電子の移動を含み、
当該技術分野において公知である。図１乃至５に示すような所定の実施例において、レド
ックス反応は水の電気分解である。例えば、熱力学は水の電気分解反応のために１．２３
Ｖを必要とし、全体的な反応が化学式Ｉに示される。
（化Ｉ）
（Ｉ）２Ｈ２Ｏ（ｌ）→２Ｈ２（ｇ）＋Ｏ２（ｇ）　Ｅｏ／Ｖ＝１．２３
陽極および陰極の個別の反応については、化学式ＩＩ（陰極）および定式ＩＩＩ（陽極）
において示されるような半反応となる。
（化ＩＩ）
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（ＩＩ）２Ｈ２Ｏ＋２ｅ－→２ＯＨ－＋Ｈ２　Ｅｏ／Ｖ＝－０．８３
（化ＩＩＩ）
（ＩＩＩ）４ＯＨ－→Ｏ２＋２Ｈ２Ｏ＋４ｅ－　Ｅｏ／Ｖ＝＋０．４
　化学式ＩＩは陰極の半反応を示し、化学式ＩＩＩは陽極の半反応を示す。中性の電解質
に対する陽極の反応は、陰極にて生成される水酸化物イオンを使用する。この電気分解に
より、電源７０から電圧を印加することにより、水分子の酸化および還元の両者が生じる
。これらの反応において、水は還元および分裂され、陰極にてＨ２ガス１１０および陽極
にてＯ２ガス１２０をそれぞれ生成する。これらの半反応により気体が放出され、これに
より圧力が高められ、治療薬が浸透性の薄膜１００を通過する。図５に示すように、化学
式Ｉによって表わされる反応はＨ２ガス１１０を生成する。この反応が生じる導体素子は
、陰極である。化学式ＩＩによって表わされる反応は、Ｏ２ガス１２０を生成する。この
反応が生じる導体素子は、陽極である。当業者は、上述した反応に対する好適な変更が可
能であり、これは本発明の範囲および趣旨内にあることを認識するであろう。
【００３９】
　図６は第２の実施例を示す。本実施例において、治療薬搬送器具は、拡張可能な部材３
０に位置される第１の導体素子２４０および第２の導体素子２４５を含む。導体素子２４
０および２４５は、例えば図１乃至５に関して上述したようなポリピロールや他の好適な
導電性材料により覆われたポリオレフィン・ファイバである。この例において、第１の導
体素子２４０および第２の導体素子２４５は、第１の導体素子２４０および第２の導体素
子２４５を境界とする領域、即ち貯蔵所９０を形成する編み込み構造体２００を形成すべ
く相互に交差する。電気化学成分８０は、第１の導体素子２４０および第２の導体素子２
４５を境界とする領域９０に位置され、浸透性の薄膜３００は、第１の導体素子２４０と
第２の導体素子２４５とを境界とし且つ電気化学成分８０が位置される領域を覆う。本実
施例における様々な要素の材料は、図１乃至５の第１の実施例に関して上述したものに類
似する。
【００４０】
　図１乃至５の第１の実施例の手術を、治療薬搬送器具１０を使用する方法に関して後述
する。説明の目的のみのために、本実施例は冠状動脈の再狭窄に関して後述する。当業者
は、治療薬搬送器具１０が他の好適な応用において使用可能であることを容易に認識する
であろう。
【００４１】
　実地において、例えば、医師は、カテーテル２０の先端部（これは拡張可能な部材３０
における治療薬搬送領域を備えた部分である）を、例えば患者の大腿動脈を通して挿入し
、血管を通して治療薬搬送器具１０を冠状動脈における目標部位１３０へ案内する。治療
薬搬送領域が目標部位に位置されると、編み込み構造体５０の第１の導体素子６０および
第２の導体素子６５は、電源７０に接続される。電源７０は第１の導体素子６０および第
２の導体素子６５に電位を印加する。従って、上述したように、導体素子６０および６５
は陽極または陰極として機能する。電気化学成分８０および各導体素子６０、６５を含む
薄膜１００によって包囲される空間は、電気化学セルとして機能する。電気化学成分８０
、例えばパクリタクセル酢酸エチル－水リン酸塩調合剤は、例えばTimbola 等による"Ele
ctrochemical Oxidation of Quercetin in Hydro-Alcoholic Solution," J. Braz. Chem.
 Soc, 17(1), pp. 139-148（２００６年１月／２月）に開示されるような含水量を有する
非水電解質として機能する。目標部位１３０における血液または組織は、電解質として機
能することにより電気回路を完成させる。
【００４２】
　特に、電源７０が第１の導体素子６０および第２の導体素子６５に適用される場合に、
電気化学反応は気体を放出する。気体の放出により、第１の合成ケーブル４０および第２
の合成ケーブル４５内の圧力が高められ、これにより、第１の合成ケーブル４０および第
２の合成ケーブル４５の治療薬は、各浸透性の薄膜１００を通過し、目標部位１３０へ溶
出する。電気化学のレドックス反応により圧力が高められることに付加的に、電気化学成
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分８０の薄膜１００を通過する運動は、薄膜１００自体の電解質の性質によってさらに促
進されてもよい。
【００４３】
　発明の所定の実施例に従って、血管形成術処置中に、医師は、要求に応じて電源７０か
ら来る電気をオン・オフすることができる。合成ケーブル４０および４５内に生じる圧力
勾配により、浸透性の薄膜１００を横断するパクリタクセル酢酸エチル調合剤の迅速な「
オン・デマンド」の制御された輸送が可能となる。
【００４４】
　図６の第２の実施例の手術は第１の実施例の手術に類似する。電源７０は導体素子２４
０および２４５に電位を印加し、これにより貯蔵所９０内の圧力を高める電気化学反応を
生じさせる。圧力により、治療薬は、浸透性の薄膜３００を通過し、目標位置１３０に至
る。
【００４５】
　図１乃至６に示す実施例において、ここに開示される器具および方法の電気化学回路に
より、治療薬は、病変部位へ制御されて迅速に搬送される。この点において、これらの実
施例は、侵襲性を最小限に抑えた挿入処置を開示し、ここで拡張可能な部材３０は、目標
部位への経路における組織の崩壊および組織への損傷を回避すべく非拡張位置に配置され
る。目標部位に配置されると、拡張可能な部材３０は拡張する。この時点まで、治療薬は
浸透性の薄膜１００内に保持される。公知の方法および器具と異なり、医師が要求される
位置に治療薬搬送器具１０を位置決めするまで、治療薬は、血流や組織中の、消失するか
治療薬と反応する外的粒子から保護された状態を保持する。この時点において、医師は、
電気化学反応を生じさせる電源７０を操作することにより、電気化学成分８０を介した目
標部位１３０への治療薬の投与量および投与速度を制御することができる。目標部位１３
０の組織が電気化学回路の一部であることを理由の１つとして、部位に対する治療薬の投
与が改善され、治療薬の損失は最小限とされ、これにより、公知の器具および方法に対す
る器具の全体的な費用が大きく低減され、且つ性能が改善される。
【００４６】
　開示された実施例は、いくつかの典型的な例に関して上述された。開示された実施例の
多くの変形が当業者に明白であろう。これらの変形は、請求の範囲によってのみ制限され
る本発明の教示の範囲内にあるものといえる。
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